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・ 県は、 特に配慮が必要な患者84について、 患者の特性に応じ た受入医療機

関の設定及び病床の確保や、 関係機関等と の連携等の体制確保を行う 。  

・ 市は、必要な医療提供体制の確保のため、医療機関等と の調整を 行う 。（ 保

健福祉部、 保健所）  

 

 

  

 

84 精神疾患を有する患者、 妊産婦、 小児、 透析患者、 障害児者、 認知症の人、 がん患者、 外国人等 
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第２ 節 初動期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等が国内で発生し た場合、 市は、 感染症危機から 市民の生

命及び健康を 守るため、 国から の要請に基づいて県が実施する医療提供体制の確

保に協力し て、 体制整備を 迅速にすすめると と も に、 市民が混乱なく 医療を 受け

ら れるよう 、 相談窓口を 設置し 周知する。  

 

２  所要の対応 

2-1.  新型イ ンフ ルエンザ等に位置付けら れる可能性がある感染症に関する 

知見の共有等 

・ 市は、 国や JI HS から 提供さ れた新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況、 感染

症の特徴や病原体の性状を 含む診断・ 治療に関する情報等について、 医療

機関や保健所、 消防機関、 高齢者施設等に周知する。 （ 総務部、 企画政策

部、 保健所、 関係部局）  

 

2-2.  医療提供体制の確保等 

・ 国から の要請に基づいて県が行う 感染症指定医療機関及び公立･公的医療

機関等における感染症患者の受入体制の確保、入院調整に係る体制構築等

に協力し 、 迅速に体制を整備する。（ 保健福祉部、 保健所）  

・ 市は、 国から の要請を 受けて、 対応期における発熱外来の迅速な稼働の前

提と なる検査体制を遅滞なく 確立するため、市予防計画に基づく 検査等措

置協定機関等における検査体制を 速やかに整備する。（ 保健所）  

・ 医療機関に対し 、 医療機関等情報支援システム（ G-MI S） に確保病床数・ 稼

働状況、病床使用率、外来ひっ 迫状況等を 確実に入力するよう 要請を行う 。

（ 保健福祉部、 保健所）  

・ 医療機関に対し 、受診患者が新型イ ンフ ルエンザ等に位置付けら れる可能

性がある感染症に感染し たおそれがあると 判断し た場合は、直ちに保健所

に連絡するよう 要請する。 （ 保健所）  

・ 市は、市民に対し て地域の医療提供体制や医療機関への受診方法等につい

て周知する。 （ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所）  

 

2-3.  相談センタ ーの整備 

・ 市は、 有症状者等から の相談に対応する相談センタ ーを 整備し 、 市民への

周知を 行い、 感染し たおそれのある者について、 必要に応じ て感染症指定

医療機関及び公立・ 公的医療機関等への受診につなげる。（ 総務部、 保健

所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等が全国に急速にまん延し た場合、 国民の生命及び健

康に重大な影響を 与えるおそれがある。 市は、 国、 県と と も に適切な医療提

供体制を確保し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の患者及びその他の患者に必要な医

療を提供するための取組を積極的に推進するこ と により 、 健康被害を 最小限

にと どめ、 市民が安心し て生活を 送るこ と ができ るよう 支援する。  

また、 ワク チンや治療薬等により 対応力が高まっ た場合には、 混乱なく 通

常の医療提供体制に移行でき るよう 調整等を行う 。  

 

２  所要の対応 

3-1.  新型イ ンフ ルエンザ等に関する基本の対応 

・ 市は、民間搬送事業者等と 連携し て、患者及び症状が回復し た者について、

自宅、 発熱外来、 入院医療機関、 宿泊療養施設等の間での移動手段を 確保

する。 また、 市民に対し 、 症状が軽微な場合における救急車両の利用を 控

える 等、 救急車両の適正利用について周知する 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所、 関係部局）  

・ 市は、 県と 連携し 、 相談センタ ー及び受診先と なる発熱外来の一覧等を 含

め医療機関への受診方法等について住民等に周知する。 （ 保健所）  

・ 市は、 発熱外来の医療機関に対し て、 患者から の相談に応じ る相談センタ

ー又は受診先と し て適切な発熱外来を 案内する よ う 周知する。（ 総務部、

企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 国及び JI HS から 提供さ れた新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況、 感

染症の特徴、 病原体の性状、 診断・ 治療に関する情報等について、 医療機

関、 消防機関、 高齢者施設等に周知すると と も に、 国が示し た基準も 参考

と し つつ、 市内の感染状況や医療提供の状況等を 踏まえて、 医療機関への

入院、 宿泊療養、 自宅療養等への振り 分けを 行う 。 （ 保健所）  

・ 市は、 県が特に配慮が必要な患者について、 患者の特性に応じ た受入医療

機関の設定及び病床の確保や、関係機関等と の連携等の体制確保を行う 場

合、 こ れに協力する。 （ 保健福祉部、 保健所）  

 

3-2.  時期に応じ た医療提供体制の構築 

3-2-1.  流行初期 

3-2-1-1.  協定に基づく 医療提供体制の確保等 

・ 市は、県が国から の要請に基づいて行う 入院医療及び外来医療を 提供する

体制の確保に協力する。（ 保健福祉部、 保健所）  
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・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の患者が発生し た場合は、 迅速に入院調整を

行い、 感染症法に基づき 、 感染症指定医療機関又は病床確保を行う 公立・

公的医療機関等に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断等にお

いては、 準備期に整備・ 整理し た役割分担に基づき 、 医療機関等と 適切に

連携し て対応する。 ただし 、 県が総合調整権限・ 指示権限を 行使し た場合

は県の指示に従う 。（ 保健所）  

 

3-2-1-2.  相談センタ ーの強化 

・ 市は、 有症状者等から の相談に対応する相談センタ ーの機能を 強化し 、 住

民等への周知を 行い、 感染し たおそれのある者について、 速やかに発熱外

来の受診につなげる。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-2.  流行初期以降 

3-2-2-1.  協定に基づく 医療提供体制の確保等 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の患者が発生し た場合は、 迅速に入院調整を

行い、 感染症法に基づき 、 感染症指定医療機関及び公立・ 公的医療機関等

の病床確保を行う 協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医

療機関の判断等においては、 準備期に整備・ 整理し た役割分担に基づき 、

医療機関等と 適切に連携し て対応する。  

・ 市は、 自宅療養等において、 感染症の特徴に応じ て症状の状態等を把握す

るため、 パルスオキシメ ータ ー等必要な備品を 確保する。（ 保健所、 保健

福祉部）  

 

3-2-2-2.  相談センタ ーの強化 

・ 上記 3-2-1-2 の取組を 継続し て行う 。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-2-3.  病原体の性状等に応じ た対応 

・ 市は、 小児、 妊産婦、 高齢者、 特定の既往症を 有する者等のグループに感

染・ 重症化し やすい新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合は、 国から の要

請に基づき 、リ スク の高い特定の患者への重点的な医療提供体制を確保す

るよう 医療機関等と 調整する。（ 保健福祉部、 保健所）  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の病原性が高い場合は、重症患者が多く 発生するこ

と が想定さ れる ため、 市は、 感染症指定医療機関及び公立･公的医療機関

等の協定締結医療機関において重症者用の病床の確保を 多く 行う よ う 調

整する。（ 保健福祉部）  
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3-2-3.  ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

・ 市は、 県が協定に基づいて対応する医療機関を減ら す、 または変異株の出

現等により 医療機関を 増やす等体制の変更を 決めた場合は、医療機関と の

調整に協力する。（ 保健福祉部）  

・ 市は、 国から の要請に基づき 、 相談センタ ーを 通じ て発熱外来の受診につ

なげる仕組みから 、 有症状者が発熱外来を 直接受診する仕組みに変更し 、

市民に周知する。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所）  

 

3-2-4.  特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ 市は、 県が国と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等発生前における通常の医療

提供体制に段階的に移行する際に、協定指定医療機関以外の医療機関への

説明や調整を行う 。（ 保健福祉部、 保健所）  

・ 市は、市民に対し て受診方法や受診医療機関が通常の体制に移行するこ と

について丁寧な説明、 周知を行う 。（ 総務部、 保健福祉部、 企画政策部、 保

健所）  

 

3-3.  県予防計画及び医療計画に基づく 事前の想定と 大き く 異なる場合、 医療 

提供体制を上回るおそれがある場合の対応方針 

・ 市は、 県が準備期に整備し た医療提供体制の想定と 大き く 異なり 、 国が示

す対応方針を踏まえて対応を 検討する場合には、新たな体制構築のための

医療機関と の調整等に協力し 、 必要な人員及び物資の調達を 行う 。（ 総務

部、 保健福祉部、 保健所）  

・ 想定し た取組では対応が困難と なるおそれがあり 、県が広域の医療人材派

遣や患者の移送、 臨時の医療施設の設置、 または再度まん延防止における

措置を 講じ る事態と なっ た場合には、 新たな方針を踏まえ対応する。（ 総

務部、 保健福祉部、 保健所）  
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第９ 章 治療薬・ 治療法 

第１ 節 準備期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等発生時における健康被害や、 社会経済活動への影響を

最小限にと どめるために、 新たな治療薬の開発等を 推進する。  

 

２ 所要の対応 

1-1.  治療薬・ 治療法の研究開発の推進 

1-1-1.  基礎研究及び臨床研究等の人材育成 

・ 大学等の研究機関と 連携し 、 治療薬・ 治療法の研究開発の担い手を確保す

るため、 市は、 大学等の研究機関を支援する。 また、 市は、 感染症の基礎

研究から 治験等臨床研究の領域において育成し た人材について、キャ リ ア

形成の支援等を 通じ て積極的に活用するこ と により 、研究を 推進する医療

機関や研究機関等と の連携ネッ ト ワーク に参画する 臨床研究中核病院や

感染症指定医療機関等における 臨床研究等の実施体制の強化を 支援する。 

 

  



 

治療薬・ 治療法（ 初動期）  

- 90 - 

 

第２ 節 初動期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 国等における感染症危機対応医薬品等の

開発動向に注視し 、 新たに開発・ 承認等さ れた新型イ ンフ ルエンザ等に有効な

治療薬や治療法を 速やかに医療機関で活用でき るよう 、 国、 県と 連携し て、 医

療機関等と の診療・ 治療に資する情報の共有や治療薬の適正流通のための取組

等を行う 。  

 

２  所要の対応 

2-1.  国内外の研究開発動向等の情報収集・ 分析及び共有 

・ 市は、 国等から 示さ れる新型イ ンフ ルエンザ等に関する治療薬・ 治療法の

国内外の研究開発動向や臨床情報の分析結果等の知見について、医療機関

等の関係機関と 情報共有を 行う 。（ 保健所）  

 

2-2.  治療薬・ 治療法の活用に向けた体制の整備 

2-2-1.  医療機関等への情報提供・ 共有 

・ 市は、 国及び JI HS から 提供さ れる新型イ ンフ ルエンザ等の診断・ 治療に

資する情報等を 、 医療機関等に対し て迅速に提供・ 共有する。（ 保健所）  

 

2-2-2.  治療薬の流通管理及び適正使用 

・ 市は、 国又は県から 要請があっ た場合、 医療機関や薬局に対し 、 根本治療

に用いる新型イ ンフ ルエン ザ等の治療薬を 適切に使用する よう 依頼する。

また、 治療薬について過剰な量の買い込みを し ないこ と 等、 適正な流通を

指導する。（ 保健所）  

 

2-3.  抗イ ンフ ルエンザウイ ルス薬の使用（ 新型イ ンフ ルエンザの場合）  

・ 市は、 国と 連携し 、 医療機関の協力を得て、 新型イ ンフ ルエンザの患者の

同居者等の濃厚接触者や、医療従事者や救急隊員等のう ち十分な防御なく

ばく 露し た者に対し て、必要に応じ て抗イ ンフ ルエンザウイ ルス薬の予防

投与や有症時の対応を 指導する。 症状が現れた場合は、 感染症指定医療機

関等への移送に必要に応じ て協力する。（ 保健所）  

・ 市は、 国又は県の要請を 受け、 医療機関や薬局に対し 、 抗イ ンフ ルエンザ

ウイ ルス薬を適切に使用するよう 依頼する。（ 保健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

開発・ 承認等さ れた新型イ ンフ ルエンザ等に有効な治療薬や治療法を速やか

に医療機関で活用し 、 必要な患者に公平に医療を 提供でき る よう 、 引き 続き 、

国、 県と 連携し て、 医療機関等と の診療・ 治療に資する情報の共有や治療薬の

適正流通のための取組等を行う 。  

 

２ 所要の対応 

3-1.  総合的にリ スク が高いと 判断さ れる場合の対応 

3-1-1.  国内外の研究開発動向等の情報収集・ 分析及び共有 

・ 市は、 国等が行う 新型イ ンフ ルエンザ等に関する治療薬・ 治療法の国内外

の研究開発動向や臨床情報、病原体に対する既存の薬剤の有効性を含めた

分析結果等の知見を医療機関等の関係機関へ情報提供を 行う 。（ 保健所）  

 

3-1-2.  医療機関等への情報提供・ 共有 

・ 市は、 国から 提供さ れる新型イ ンフ ルエンザ等の診断・ 治療に資する情報

及び策定さ れた診療指針等を、 医療機関等に対し て迅速に提供する。（ 保

健所）  

 

3-1-3. 治療薬の流通管理 

・ 市は、 引き 続き 、 国又は県から の要請があっ た場合、 医療機関や薬局に対

し 、根本治療に用いる新型イ ンフ ルエンザ等の治療薬を適切に使用するよ

う 依頼する。 また、 治療薬について過剰な量の買い込みを し ないこ と 等、

適正な流通を指導する。（ 保健所）  

・ 市は、 対症療法薬についても 、 国から の要請があっ た場合、 適切に使用す

るよう 要請すると と も に、 適切な流通を 指導する。（ 保健所）  

 

3-1-4.  抗イ ンフ ルエンザウイ ルス薬の備蓄及び使用（ 新型イ ンフ ルエンザの 

場合）  

・ 市は、 地域における感染が拡大し 、 国から 濃厚接触者への抗イ ンフ ルエン

ザウイ ルス薬の予防投与を 原則と し て見合わせる よ う 要請があっ た場合

は、 予防投与のと り やめについて医療機関と 情報共有を 行う 。（ 保健所）  

 

3-2.  リ スク 評価に基づく 方針の決定・ 見直し  

・ 市は、国において重症化リ スク の高い特定のグループに対し て必要な治療

が提供さ れるよう 重点的な対策を 行う 場合は、医療機関等と 必要な情報を
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共有する。（ 保健所）  

・ 病原体の変異に伴う 病原性や感染性の増加や、予期せぬ治療薬関連物資等

の不足、 他の感染症の同時流行等の複合的な危機が発生し た場合等、 リ ス

ク が更に増加する可能性も あるため、国から 示さ れる分析結果や対応方針

について医療機関等に周知する。（ 保健所）  
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第 10 章 検査 

第１ 節 準備期 

１  目的 

患者の早期発見によるまん延防止、 患者を診断し 早期に治療につなげ、 また

流行の実態を 把握するため、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 速やかに検査

体制を 立ち上げ、 多数の患者の診断を迅速かつ的確に行う こ と ができ る体制を

構築するため、 平時から 必要な準備を行う 。  

 

２  所要の対応 

1-1.  検査体制の整備 

・ 市は、 国、 県と 連携し 、 平時から 検査の精度管理に取り 組み、 感染症サー

ベイ ラ ンスの実施体制を整備・ 維持する。（ 保健所）  

・ 市は、環境衛生試験所と 県環境保全研究所、JI HS と の間の連携を 深めると

と も に、JI HS の支援を 受け、民間検査機関を含めた検査実施機関における

検査体制の強化や、 検査精度等の検証を迅速に行う 体制を 確立する。（ 保

健所）  

・ 市は、 民間検査機関等と 検査等措置協定を締結し 、 有事における検査体制

を確保する。（ 保健所）  

・ 環境衛生試験所は、 検体採取容器や検体採取器具、 検査用試薬等の検査物

資の備蓄及び確保を進めると と も に、有事における検査用試薬等の入手ル

ート の確認を行う 。（ 保健所）  

・ 市は、 環境衛生試験所や県環境保全研究所、 民間検査機関、 医療機関等の

有事に検査の実施に関与する機関と の間の役割分担を 平時から 確認する。

（ 保健所）  

・ 市は、 公用車等によ る検体搬送に加え、 国の方針を 踏まえ、 運送事業者等

による検体搬送の活用について検討する。（ 保健所）  

・ 市は、 市予防計画に基づき 、 環境衛生試験所や検査等措置協定を 締結し て

いる民間検査機関等における検査体制の充実・ 強化に係る検査実施能力の

確保状況の情報を 把握し 、 毎年度その内容を 国に報告すると と も に、 民間

検査機関等から の検査体制の整備に向けた相談等への対応を 行う 。（ 保健

所）  

・ 市は、 新型コ ロナ対応で確保し た PCR 検査能力等を 維持・ 拡充するため、

検査機器の整備・ 更新等に取り 組む。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、JI HS等が実施する技術研修に担当職員を 参加さ せ、人材育成や検査

の精度管理を図る。（ 保健所）  
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1-2.  訓練等による検査体制の維持及び強化 

・ 市は、環境衛生試験所や検査等措置協定締結機関等に対し て、国や JI HS が

実施する訓練等への参加を 呼びかけると と も に、市においても 予防計画に

基づき 訓練等を 実施する。（ 保健所）  

・ こ れら の訓練等によ り 、環境衛生試験所や検査等措置協定締結機関等にお

ける検査体制の確認・ 点検を 行い、 維持・ 強化を図ると と も に、 病原体の

検出手法の習得から 検査機関への普及に至るまでの初動体制の構築や、検

体・ 病原体の搬送体制の確認を行う 。（ 保健所）  

・ 検体採取部位によっ ては検体採取を 行う 者の職種が限ら れるこ と から 、県

は、 国が実施する歯科医師等を 対象と し た検体採取85の技術研修等につい

て必要に応じ て関係団体等へ周知する。（ 保健所）  

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備えて平時から 体制構築を 図るため、

検査機器の整備・ 更新や試薬の確保、 検査部門の人員確保、 JI HS や地方衛

生研究所等のネッ ト ワーク を 活用し た専門的人材育成のほか、集団感染発

生時等に対応可能な検査法の構築や訓練の実施など、平時から 病原体の検

査体制の強化を 計画的に進めていく と と も に、訓練等を通じ た人材育成を

行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 長野市保健所健康危機対処計画には、有事における所内の組織・ 人員体制、

検査実施体制（ 検査機器等の整備・ 更新、 検査試薬の備蓄、 検体搬送の仕

組み等）、 関係機関と の役割分担や連携、 研修・ 訓練の実施方針等につい

て記載する。（ 保健所）  

 

1-3.  検査実施状況等の把握体制の確保 

・ 市は、有事における検査の実施状況や検査陽性割合等を効率的に把握する

ための方法の確立及び体制の確保についての国の検討状況を 注視する と

と も に、 必要に応じ て体制確保等に協力する。（ 保健所）  

 

1-4.  研究開発支援策の実施等 

1-4-1.  研究開発の方向性の整理 

・ 市は、 国及び JI HS が行う 重点感染症の指定や感染症危機対応医薬品等の

研究開発の推進等の状況について情報を 収集する。（ 保健所）  

 

1-4-2.  研究開発体制の構築 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た際に、 研究機関や検査機関等にお

 

85 特措法第 31 条の２ 第１ 項。 感染症発生・ まん延時において、 厚生労働大臣等が医療関係者に協力を要請し た場合に

限り 、 歯科医師が検体採取を行う こ と ができ る。  
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ける検査診断技術の研究開発や普及を早期に実現するため、検査診断技術

の開発に向けた共同研究を 実施でき る よ う 国が進める ネッ ト ワーク の強

化に協力する。（ 保健所）  

 

1-4-3.  検査関係機関等と の連携 

・ 市は、 国及び JI HS が主導する検査診断技術の研究開発について、 感染症

の診療を 行う 医療機関等を 通じ た臨床研究の実施に積極的に協力する 。

（ 保健福祉部）  

 

1-5.  有事における検査実施の方針の基本的な考え方の整理 

・ 市は、 国が示す検査実施の方針に対応し 、 必要に応じ て検査体制の整備

に活用する。（ 保健所）  
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第２ 節 初動期 

１  目的 

市内での新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 適切な検査の実施により 患者を

早期発見するこ と で、 適切な医療提供につなげ、 患者等から の感染拡大を 防止

すると と も に、 流行状況を把握し 、 新型イ ンフ ルエンザ等による個人及び社会

への影響を 最小限にと どめるため、 検査体制を 早期に整備する。  

 

２  所要の対応 

2-1.  検査体制の整備 

・ 市は、 市予防計画に基づき 、 環境衛生試験所や検査等措置協定締結機関等

における検査体制の充実・ 強化に係る検査実施能力の確保状況を 確認する

と と も に、 速やかに検査体制を立ち上げる。（ 保健所）  

・ 市は、 検査等措置協定締結機関等に対し て、 準備期に締結し た協定に基づ

き 検査体制の確保を要請する。（ 保健所）  

・ 市は、環境衛生試験所や検査等措置協定締結機関等における検査実施能力

の確保状況について、 定期的に国へ報告する。（ 保健所）  

・ 市は、 検査物資の備蓄状況を 確認すると と も に、 必要な検査物資を追加で

確保する。（ 保健所）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に検体・ 病原体の迅速な搬送が実施

でき るよう 、 公用車による搬送に加え、 国の方針を 踏まえ、 運送事業者等

による搬送の必要性について判断する。（ 保健所）  

 

2-2.  国内における核酸検出検査（ PCR 検査等） の汎用性の高い検査手法の確

立と 普及 

2-2-1.  検体や病原体の入手及び検査方法の確立 

・ 市は、 国や JI HS が公表する病原体の検出手法や病原体情報について積極

的に情報収集する。（ 保健所）  

・ 市は、 JI HS から の検査試薬や検査マニュ アルの配布等の技術的支援を 受

け、 検査手法の確認・ 標準作業書の整備を行い、 速やかに PCR検査等の検

査体制を立ち上げると と も に、 検査精度の確保を図る。（ 保健所）  

・ 市は、 国や JI HS と 連携し 、 検査等措置協定締結機関等における PCR 検査

等の検査体制の立ち上げを 支援する。（ 保健所）  

・ 市は、 検査等措置協定締結機関等に対し 、 検査マニュ アルや入手し た PCR

プラ イ マー等を 基に、 PCRプラ イ マー等及び試薬等の病原体の検査情報を

提供する。（ 保健所）  
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2-2-2.  検査体制の立上げと 維持 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の発生初期に発熱外来が設立さ れていない状

況においては、 感染が疑われる 者から 相談セン タ ーへの相談内容を基に、

当該者に対し て適切に検査が実施でき る検査所の開設を検討する 。（ 保健

所、 保健福祉部）  

 

2-3.  研究開発企業等による検査診断技術の確立と 普及 

・ 市は、 国及び JI HS が主導する検査診断技術の研究開発について、 感染症

の診療を 行う 医療機関等を 通じ た臨床研究の実施に積極的に協力する 。

（ 保健所）  

 

2-4.  リ スク 評価に基づく 検査実施の方針の検討 

・ 市は、 感染症の特徴や病原体の性状、 流行状況、 医療提供体制の状況等に

基づき 国が決定する検査実施の方針を踏まえ、必要な検査体制を 随時見直

すと と も に、 市民に対し て、 検査の目的や検査体制を 含む検査実施の方針

等に関する情報を分かり やすく 提供・ 共有する 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

初動期に引き 続き 、 検査により 患者を 早期発見するこ と で、 適切な医療につ

なげ、 患者等から の感染拡大を防止すると と も に、 流行状況を 把握し 、 新型イ

ンフ ルエンザ等による個人及び社会への影響を 最小限にと どめるため、 検査体

制の拡充と 維持を 図る。 また、 感染症の特徴や病原体の性状の変化、 感染症の

流行状況の変化、 検査の特徴等を 踏まえて適切に検査を実施し 、 社会経済活動

の回復や維持を目指す。  

 

２  所要の対応 

3-1.  検査体制の拡充 

・ 市は、 市予防計画に基づき 、 国の要請も 踏まえ、 環境衛生試験所や検査等

措置協定締結機関等における検査体制を 拡充する。（ 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ て、 検査等措置協定締結機関等に対し て、 準備期に締結

し た協定に基づき 検査体制の拡充を 要請する。（ 保健所）  

・ 市は、環境衛生試験所や検査等措置協定締結機関等における検査体制の充

実・ 強化に係る検査実施能力の確保状況を 確認し 、 確保状況について定期

的に国へ報告する。（ 保健所）  

・ 市は、 検査体制の拡充にあたり 、 検査に必要と なる予算及び人員の見直し

並びに確保を行う と と も に、 検査物資を 確保する。（ 保健所）  

・ 市は、 国の方針を踏まえ、 公用車による検体搬送に加え、 運送事業者等に

よる検体搬送を 活用する。（ 保健所）  

 

3-2.  研究開発企業等による検査診断技術の確立と 普及 

・ 市は、 国及び JI HS が主導する検査診断技術の研究開発について、 感染症

の診療を 行う 医療機関等を 通じ た臨床研究の実施に積極的に協力する 。

（ 保健所）  

・ 市は、 国及び JI HS と 連携し て、 抗原定性検査等のより 安全性が高い検査

方法や検体採取方法が新たに開発さ れた場合は、こ れら の手法の医療機関

等への速やかな普及を 図る。（ 保健所、 保健福祉部）  

 

3-3． リ スク 評価に基づく 検査実施の方針の決定・ 見直し  

・ 市は、 感染症の特徴や病原体の性状、 流行状況、 医療提供体制の状況等に

基づき 国が決定する検査実施の方針を踏まえ、 市民に対し て、 検査の目的

や検査体制を含む検査実施の方針等に関する情報を 分かり やすく 提供・ 共

有する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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・ 検査実施にあたっ ては、流行状況等も 踏まえ、検査の優先順位等を 検討し 、

検査対象者を決定する。 対応期においては、 検査実施能力の確保状況を 踏

まえ、市民生活及び経済に及ぼす影響の最小化等の観点から 検査対象者を

拡大する場合も ある。（ 保健所）  

・ 市は、 ワク チン等により 免疫の獲得が進んだ場合や、 病原体の変異により

病原性や感染性等が低下し た場合等、感染症危機の状況や各地域の実情等

を総合的に考慮し 、国が段階的に検査実施の方針の見直し 等を行っ た場合

には、 検査体制についても 見直し を 行う 。（ 保健所）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の感染症の特徴や感染状況、 検査の特性、 検

査体制を考慮し 、社会経済活動の回復や維持を 図るこ と を 目的と し た検査

についても 、 国の方針を踏まえ実施する。（ 保健所）  
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第 11 章 保健 

第１ 節 準備期 

１  目的 

感染症危機発生時に備えた研修や訓練の実施、 感染症危機に対応する人材の

中長期的な育成、 外部人材の活用も 含めた必要な人材の確保、 業務量の想定、

感染症危機管理に必要な機器及び資材の整備、 物品の備蓄等を 行う こ と により 、

保健所や環境衛生試験所等が感染症有事における 機能を 果たすこ と ができ る

よう にする。  

 

２  所要の対応 

1-1.  人材の確保 

・ 市は、 保健所における流行開始（ 新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表） から １ か月間において想定さ れる業務量に対応するため、 保

健所職員、 全庁的な応援職員、 I HEAT 要員、 臨時職員等、 有事体制を 構成

する人員を 確保する。（ 総務部、 保健福祉部、 保健所、 全部局）  

・ 市は、 有事の際に必要な検査体制に速やかに移行でき るよう 、 環境衛生試

験所の計画的な人員の確保や配置を 行う 。 人員の配置に当たっ ては、 技術

職員を サポート する補助職員、 情報収集・ 解析を 行う 情報系専門人材等を

含め検討する。（ 総務部、 保健所）  

 

1-1-1. 外部の専門職（ I HEAT 等） 等の活用 

・ 保健所は、 I HEAT 要員の確保、 名簿管理を 行い、 I HEAT 要員に対する研修・

訓練について、 県と 連携し て取り 組む。  

・ 市は、健康危機発生時に速やかに I HEAT 要員の支援を 受けるこ と ができ る

よう 、 I HEAT 要員の受入体制を整備する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ 職能団体等外部の専門職も 活用でき るよ う 準備を 行う 。

（ 保健所）  

 

1-1-2.  受援体制の整備 

・ 保健所及び環境衛生試験所は、有事体制を 構成する人員のリ スト 及び有事

対応の組織図を 作成し 、 定期的に点検・ 更新を 行う など、 受援の体制を 整

備する。  

 

1-2.  業務継続計画を含む体制の整備 

・ 市は、 市予防計画に定める保健所の有事体制（ 保健所における流行開始か

ら １ か月間において想定さ れる 業務量に対応する 人員確保数及び I HEAT
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要員の確保数） の状況を毎年度確認する。（ 保健所）  

・ 市は、 環境衛生試験所、 検査等措置協定を 締結し ている医療機関や民間検

査機関等による検査体制の確保等を 行う 。 ( 保健所)  

・ 市は、 保健所及び環境衛生試験所において、 優先的に取り 組むべき 業務の

継続のために必要な体制を あら かじ め想定し た上で業務継続計画を 策定

する。 また、 保健所及び環境衛生試験所以外における業務について業務継

続計画を策定する。（ 総務部、 保健所、 全部局）  

・ 業務継続計画の策定に当たっ ては、有事における業務を整理すると と も に、

有事に円滑に業務継続計画に基づく 業務体制に移行でき るよう 、平時から

I CT や外部委託の活用等により 、 業務の効率化を図る。（ 総務部、 保健所、

企画政策部、 全部局）  

 

1-3.  研修・ 訓練等を通じ た人材育成及び連携体制の構築 

1-3-1.  研修・ 訓練等の実施 

・ 市は、 保健所の有事体制を構成する人員（ I HEAT 要員を 含む。） への年１ 回

以上の研修・ 訓練を実施する。（ 保健所）  

・ 市は、 国や JI HS 等と 連携し て、 危機管理のリ ーダーシッ プを担う 人材や

応援職員の人材の育成、 実地疫学専門家養成コ ース（ FETP） を通じ た疫学

専門家等の養成及び連携の推進、 I HEAT 要員に係る研修の実施等によ り 、

地域の専門人材の充実を図り 、感染症危機への対応能力の向上を図る。（ 総

務部、 保健所）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 国等の研修等を 積極的に活用

し 、 保健所や環境衛生試験所等の人材育成に努める。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 保健所や環境衛生試験所等を含め、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生及

びまん延を 想定し た訓練を 実施する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 保健所や環境保全研究所等に加え、 速やかに有事体制に移行するた

め、感染症危機管理部局に限ら ない全庁的な研修・ 訓練を実施するこ と で、

感染症危機への対応能力の向上を 図る。（ 総務部、 保健所）  

 

1-3-2.  多様な主体と の連携体制の構築 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生に備え、 平時から 保健所や環境衛生試

験所等のみなら ず、 庁内の関係機関、 医療機関、 消防機関等の関係機関、

専門職能団体等と 意見交換や必要な調整等を通じ 、 連携を 強化する。（ 総

務部、 保健所、 全部局）  

・ 市は、感染症対策推進会議等において、入院調整の方法や医療人材の確保、

保健所体制、 検査体制や検査実施の方針、 情報共有の在り 方、 感染症患者
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等の移送、 他の疾患等の傷病者の救急搬送等について協議し 、 その結果を

踏まえて、 市予防計画を策定・ 変更する。（ 保健所）  

・ 市は、 市予防計画を 変更する際には、 市行動計画、 県が作成する医療計画

及び県予防計画、 並びに地域保健対策の推進に関する基本的な指針86に基

づき 作成する市健康危機対処計画と 整合性の確保を 図る。（ 保健所）  

・ 感染症の特徴や病原体の性状、 流行状況、 病床のひっ 迫状況等により 、 陽

性者が自宅や宿泊療養施設87で療養する場合には、 陽性者への食事の提供

等88の実施や宿泊施設の確保等が必要と なるため、 市は、 県が協定を 締結

し た民間宿泊事業者89等と の連携体制を 構築し 、 地域全体で感染症危機に

備える体制を構築する。（ 総務部、 保健所）  
 

1-4.  保健所及び環境衛生試験所等の体制整備 

・ 市は、 感染経路の特定、 濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査、 病原

体の収集や分析等の専門的業務を 適切に実施するために、感染症がまん延

し た際の情報量と 業務量の増大を 想定し 、効率的な情報集約と 柔軟な業務

配分・ 連携・ 調整の仕組みを 構築する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 保健所や環境衛生試験所等における交替要員を含めた人員体制、 設

備等を 整備すると と も に、感染症対応業務に従事する職員等のメ ンタ ルヘ

ルス支援等の必要な対策を 講ずる。 加えて、 外部委託90等を 活用し つつ健

康観察91を 実施でき るよう 体制を 整備する。（ 総務部、 保健所）  

・ 保健所は、平時から 新型イ ンフ ルエンザ等の発生等の感染症のまん延等に

備えた準備を計画的に進めるため、 健康危機対処計画を 策定し 、 想定し た

業務量に対応するための人員の確保、 研修・ 訓練の実施、 I CT 活用等によ

る業務の効率化、地域の専門職能団体や大学等の教育機関等の関係機関と

の連携強化等に取り 組む。（ 保健所）  

・ 環境衛生試験所は、 健康危機対処計画を策定し 、 施設及び機器の整備・ 更

新、検査の精度管理の向上、感染症情報の管理等のためのシステムの活用、

調査及び研究の充実、JI HS等の関係機関と の連携体制の構築、休日及び夜

間において適切な対応を行う 体制の整備等を 図る。（ 保健所）  

・ 市は、地域全体の試験検査能力等の向上につながる研修指導を行う など人

材育成に取り 組むと と も に、研修指導ができ る体制を 構築・ 維持する。( 保

 

86 地域保健法第４ 条に基づき 定める基本指針（ 平成６ 年厚生省告示第 374 号） をいう 。  

87 感染症法第 44 条の３ 第２ 項及び第 50 条の２ 第２ 項（ 第 44 条の９ の規定により 準用する場合を含む。） に定める宿

泊施設をいう 。 以下同じ 。  

88 感染症法第 44 条の３ 第７ 項、 第９ 項及び第 10 項 

89 感染症法第 36 条の６ 第１ 項 

90 感染症法第 44 条の３ 第４ 項及び第５ 項 

91 感染症法第 44 条の３ 第１ 項又は第２ 項の規定に基づき、 当該感染症にかかっ ていると 疑う に足り る正当な理由のあ

る者又は当該感染症の患者に対し 、 健康状態について報告を求めるこ と をいう 。 以下同じ 。  
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健所)  

・ 市は、 迅速な検査及び疫学調査の機能の維持・ 強化を図るため、 国が JI HS

と 連携し て実施する訓練等に参加する。また、平時の訓練等を 活用し 、国、

県と 協力し て検査体制の維持に努める。（ 保健所、 総務部）  

・ 市は、 平時から 県及び保健所設置市の関係機関と 協力し 、 有事の際に検体

の輸送が滞り なく 実施可能か、 研修や訓練を 通じ て確認する。（ 保健所）  

・ 市は、有事に迅速に検査体制が整備でき るよう 、国、JI HS及び県と 連携し 、

環境保全研究所等における 検体の入手から 病原体の検出方法の確立及び

その手法の検査機関への普及に至る までの初動体制を 構築する ための訓

練を実施する。（ 保健所）  

・ 市は、 感染症サーベイ ラ ンスシステムを 活用し 、 平時から 季節性イ ンフ ル

エンザや新型コ ロナ等の流行状況（ 病原体ゲノ ムサーベイ ラ ンスを含む。）

を迅速に把握する体制を整備する。（ 保健所）  

・ 市は、 国、 県と 連携のう え、 医療機関等情報支援システム（ G-MI S） を 活用

し 、 協定締結医療機関の協定の準備状況（ 病床確保・ 発熱外来等の措置内

容確認、 研修・ 訓練等、 各物資の備蓄状況等） を把握する。（ 保健所）  

・ 市は、 県家畜保健衛生所、 県及び国と 連携のう え、 感染症法若し く は家畜

伝染病予防法（ 昭和 26 年法律第 166 号） に基づく 獣医師から の届出92又は

野鳥等に対する調査等に基づき 、国内及び地域における鳥イ ンフ ルエンザ

の発生状況等を 把握する。 また、 医療機関から 鳥イ ンフ ルエンザの感染が

疑われる者について保健所に情報提供・ 共有があっ た場合に、 それぞれ情

報提供・ 共有を 行う 体制を 整備する。（ 総務部、 農林部、 保健所）  

・ 市は、 国及び JI HS が主導する感染症の特徴や病原体の性状等を 明ら かに

するための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。

（ 保健所）  

 

1-5.  DX の推進 

・ 市は、 有事の際に上記システムを 活用でき るよう 、 平時から 保健所、 環境

衛生試験所、 医療機関等の体制を 整える。（ 保健所）  

・ 市は、 国等と 連携し た訓練を 通じ 、 各種システムの運用に関する課題を 踏

まえ、 県、 保健所、 環境衛生試験所等、 医療機関等が効率的に業務を 遂行

でき るよう 検討する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

 

 

92 感染症法第 13 条第１ 項及び家畜伝染病予防法第 13 条第１ 項 
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1-6.  地域における情報提供・ 共有、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン 

・ 市は、 国から 提供さ れた情報や媒体を 活用し ながら 、 地域の実情に応じ た

方法で、 市民に対し て情報提供・ 共有を 行う 。 また、 市民への情報提供・

共有方法や、 市民向けのコ ールセンタ ー等の設置等、 市民から の相談体制

の整備方法、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンの在り 方等について、 あら かじ め

検討を 行い、 有事に速やかに感染症情報の市民への情報提供・ 共有体制を

構築でき るよう にする。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 感染症情報の共有に当たり 、 情報の受取手である市民と 可能な限り

双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン に基づいたリ スク コ ミ ュ ニケーショ ン を 適

切に行う こ と ができ るよう 、 市民が必要と する情報を把握し 、 更なる情報

提供・ 共有に活かす方法等を 整理する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 感染症による 偏見・ 差別等を 排除するため、 以下の事項等について

啓発する 93。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

【 啓発内容】  

・ 感染症は誰でも 感染する可能性があるこ と  

・ 感染者やその家族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・ 差別等は、

許さ れるも のではなく 、 法的責任を 伴い得るこ と  

・ こ れら の偏見・ 差別等は、 患者が受診行動を 控える等、 感染症対策の

妨げにも なるこ と 等 

・ 市は、 県と 連携し 、 高齢者、 こ ども 、 日本語能力が十分でない外国人、 視

覚や聴覚等が不自由な方等の情報共有に当たっ て配慮が必要な者に対し

ても 、 有事に適時適切に情報共有ができ るよう 、 平時における感染症情報

の共有においても 適切に配慮する。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、

保健所、 こ ども 未来部、 観光文化部、 教育委員会）  

・ 保健所は、 感染症対策に必要な情報の収集を 行い、 地域における総合的な

感染症の情報の発信拠点と し て、感染症についての情報共有や相談等を 行

う 。  

・ 市は、病院、診療所、老人福祉施設等において感染症がまん延し ないよう 、

最新の医学的知見等を 踏まえた施設内感染に関する 情報を こ れら の施設

の開設者又は管理者に適切に提供する。 また、 施設内感染に関する情報や

研究の成果及び講習会・ 研修に関する情報を 、 医師会等の関係団体等の協

力を 得つつ、 病院、 診療所、 老人福祉施設等の現場の関係者に普及し 、 活

用を 促す。（ 保健所、 保健福祉部）  

 

 

93 特措法第 13 条第２ 項 
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第２ 節 初動期 

１  目的 

市予防計画並びに保健所及び環境衛生試験所等が定める 健康危機対処計画

等に基づき 、 有事体制への移行準備を進め、 新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に

係る発生等の公表後に迅速に対応でき るよう にする。  

また、 市民に対し て、 新型イ ンフ ルエンザ等の市内での発生を 想定し たリ ス

ク コ ミ ュ ニケーショ ンを 開始し 、 市民の不安軽減を 図る。  

 

２  所要の対応 

2-1.  有事体制への移行準備  

・ 市は、国の要請や助言を 受けて、市予防計画に基づく 保健所の有事体制（ 保

健所における 流行開始から １ か月間において想定さ れる 業務量に対応す

る人員確保数及び I HEAT 要員の確保数） 及び環境衛生試験所等の有事の検

査体制への移行の準備状況を 適時適切に把握すると と も に、必要に応じ て、

公表後に備えた以下の（ ア） から（ カ ） までの対応に係る準備を行う 。（ 総

務部、 保健所）  

（ ア） 医師の届出94で患者を 把握し た場合の患者への対応（ 入院勧告・ 措

置、 積極的疫学調査等） や患者の同居者等濃厚接触者への対応（ 外

出自粛要請、 健康観察の実施、 有症時の対応指導95等）  

（ イ ） 積極的疫学調査等による、 集団感染の発生状況の把握 

（ ウ） I HEAT 要員に対する市内の地域保健対策に係る業務に従事するこ と

等の要請 

（ エ） 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務

効率化 

（ オ） 環境衛生試験所等、 医療機関、 検査等措置協定を締結し ている民間

検査機関等の検査体制の迅速な整備 

( カ )  集団感染の発生し た施設の調査に係る外部団体も 含めた派遣の検 

   討 

・ 市は、 保健所等への応援職員の派遣、 県に対する応援派遣要請、 I HEAT 要

員及び職能団体等に対する 応援要請等の人員の確保に向けた準備を 進め

る。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国の要請に基づき 、 感染症指定医療機関における感染症患者の受入

体制を 確保すると と も に、 医療機関、 消防機関等と 連携し 、 入院調整に係

る体制構築を 進め、 相談・ 受診から 入退院までの流れを迅速に整備する。

 

94 感染症法第 12 条 

95 感染症法第 44 条の３ 第２ 項 
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（ 保健所、 保健福祉部）  

・ 市は、 健康危機対処計画に基づき 、 人員の参集や受援に向けた準備、 感染

症の特徴や病原体の性状等を 踏まえた必要な物資・ 資機材の調達の準備等、

有事体制への移行の準備を 進める。（ 保健所）  

・ 市は、JI HSによる環境衛生試験所等への技術的支援等も 活用し 、検査等措

置協定を 締結し ている民間検査機関等や以下 2-2 に記載する相談窓口と

の連携も 含めた早期の検査体制の構築に努める。（ 保健所）  

・ 市は、 国及び JI HS が主導する感染症の特徴や病原体の性状等を 明ら かに

するための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。

（ 保健所）  

・ 市は、 有事体制への移行準備を 進めるため、 以下の項目を 確認する。（ 総

務部、 保健所）  

（ ア） 業務継続計画の内容 

（ イ ） 患者対応に関する項目 

ａ  保健所体制 

ｂ  検査体制・ 方針 

ｃ  搬送・ 移送・ 救急体制 

ｄ  入院調整の方法 

（ ウ） 各業務（ 相談対応・ 検査等） の実施体制の構築手順（ 一元化や外部

委託の手順を 含む。）  

 

2-2.  住民への情報提供・ 共有の開始 

・ 市は、 国、 県と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等に位置付けら れる可能性が

ある感染症の国内外における発生状況、当該感染症の特徴や有効な感染防

止対策等を 市民に対し て情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所）  

・ 市は、 国の要請に基づき 相談センタ ーを整備し 、 発生国・ 地域から の帰国

者等や有症状者等に対し て、必要に応じ て適時に感染症指定医療機関への

受診につながるよう 周知する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 国が設置し た情報提供・ 共有のためのホームページ等の市民への周

知、 Q&Aの公表、 市民向けのコ ールセンタ ー等の設置等を 通じ て、 市民に

対する速やかな情報提供・ 共有体制を 構築すると と も に、 双方向的にコ ミ

ュ ニケーショ ン を行い、 リ スク 情報と その見方や対策の意義を 共有する。

（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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2-3.  新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前に市内で感染が確 

認さ れた場合の対応 

・ 市は、 疑似症サーベイ ラ ンス等国が示す暫定的な方法により 、 新型イ ンフ

ルエン ザ等感染症等に係る 発生等の公表前に市内で疑似症患者が発生し

たこ と を把握し た場合は、当該患者に対し て積極的疫学調査及び検体採取
96を 実施し 、 感染症のまん延を 防止するため、 必要に応じ て感染症指定医

療機関への入院について協力を求める。（ 保健所）  

 

  

 

96 感染症法第 16 条の３ 第１ 項及び第３ 項 
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第３ 節 対応期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 市予防計画及び健康危機対処画や準備期

に整理し た関係機関等と の役割分担・ 連携体制に基づき 、 保健所等が、 それぞ

れの役割を 果たすと と も に、 地域の関係機関が連携し て感染症危機に対応する

こ と により 、 市民の生命及び健康を 保護する。  

その際、 感染症の特徴や病原体の性状、 感染状況等を踏まえ、 地域の実情に

応じ 柔軟に対応する。  

 

２  所要の対応 

3-1.  有事体制への移行 

・ 市は、 全庁的な応援職員の派遣、 県に対する応援派遣要請、 I HEAT 要員及

び職能団体等に対する応援要請等を 遅滞なく 行い、保健所の有事体制を 確

立すると と も に、 環境衛生試験所等の検査体制を 強化する 。（ 総務部、 保

健所、 全部局）  

・ 保健所は、 国及び JI HS が主導する感染症の特徴や病原体の性状等を 明ら

かにするための調査研究や、 治療薬等の研究開発について、 積極的に協力

する。  

 

3-2.  主な対応業務の実施 

・ 市、 保健所、 及び環境保全研究所等は、 市予防計画、 健康危機対処計画、

準備期に整備・ 整理し た組織・ 業務体制や役割分担等に基づき 、 県や県保

健所等と 相互に連携すると と も に、 医療機関、 消防機関等の関係機関と 連

携し て、 以下 3-2-1 から 3-2-7 までに記載する感染症対応業務を実施す

る。  

 

3-2-1.  相談対応 

・ 市は、 有症状者等から の相談に対応する相談窓口を 強化し 、 感染し たおそ

れのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リ スク 等

を踏まえて、 必要に応じ て速やかに発熱外来の受診につなげる。 相談窓口

の運営に当たっ ては、 業務効率化のため、 適時に外部委託や県と の一元化

等について検討する。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-2.  検査・ サーベイ ラ ンス 

・ 市は、 地域の実情に応じ て、 感染症対策上の必要性、 環境衛生試験所や検

査等措置協定締結機関等における検査体制等を 踏まえ、検査の実施範囲を
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判断する。（ 保健所）  

・ 環境衛生試験所は、検査等措置協定を 締結し ている民間検査機関等を 含め

た検査体制が十分に拡充さ れるまでの間の必要な検査を 実施する。  

・ 保健所は、環境保全研究所等と 協力の上、JI HS と の連携や他の地方衛生研

究所等と のネッ ト ワーク を 活用し た国内の新型イ ン フ ルエン ザ等に係る

知見の収集、JI HSへの地域の感染状況等の情報提供・ 共有、 地域の変異株

の状況の分析、 関係機関への情報提供・ 共有、 検査等措置協定を 締結し て

いる 民間検査機関等における 検査等に対する 技術支援や精度管理等を 通

じ 、 地域におけるサーベイ ラ ンス機能を 発揮する。  

・ 保健所は、 国及び JI HS 並びに県と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の特徴

や患者の臨床像等の情報を 把握するため、感染症指定医療機関に対し て退

院等の届出の提出を求める。 また、 保健所は、 国、 JI HS及び県等の関係機

関と 連携し 、 国内の新型イ ンフ ルエン ザ等の発生状況や発生動向の推移、

感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像等について、 流行状況に応じ たサー

ベイ ラ ンスを実施する。  

・ 保健所は、 国が実施する感染症サーベイ ラ ンスのほか、 必要に応じ 、 地域

の感染動向等に応じ て、独自に判断し て感染症サーベイ ラ ンスを 実施する。 

・ 市は、 流行初期以降（ 新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る発生等の公表

後おおむね１ か月以降。 以下本章において同じ 。） において、 安定的な検

査・ サーベイ ラ ンス機能の確保のため、 病原体の特徴や性状、 流行状況、

保健所における業務負荷を 勘案し 、 国が示す方針も 踏まえながら 、 地域の

実情に応じ て検査体制を見直す。（ 保健所）  

 

3-2-3.  積極的疫学調査 

・ 保健所は、 感染源の推定（ 後ろ 向き 積極的疫学調査） や濃厚接触者等の特

定（ 前向き 積極的疫学調査） を行う ため、 感染者又は感染者が属する集団

に対し て、 JI HS が示す指針等に基づき 積極的疫学調査を 行う 。  

・ 市は、 保健所等において積極的疫学調査を 通じ て集団感染（ ク ラ スタ ー）

への対策等を行う に当たっ て、必要に応じ て、JI HS に対し て実地疫学の専

門家等の派遣を 要請する。（ 保健所）  

・ 市は、流行初期以降においては、感染症の特徴や病原体の性状、流行状況、

保健所における業務負荷を 勘案し 、 国や県が示す方針も 踏まえながら 、 地

域の実情に応じ て積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を 見直す。（ 保健

所）  

 

3-2-4.  入院勧告・ 措置、 入院調整、 自宅・ 宿泊療養の調整及び移送 
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・ 保健所は、 医師から の届出により 患者等を把握し た場合は、 医師が判断し

た患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リ スク 、医療機関等情報支援

システム（ G-MI S） により 把握し た協定締結医療機関の確保病床数、 稼働

状況及び病床使用率、感染症の特徴や病原体の性状や流行状況等を踏まえ

て、 速やかに療養先を判断し 、 入院勧告・ 措置及び入院、 自宅療養又は宿

泊療養の調整を 行う 。  

・ 感染症の特徴や病原体の性状等が明ら かでない場合は、必要に応じ 国及び

JI HS へ協議・ 相談し 、 その結果を 踏まえて対応する。  

・ 入院の優先度や入院先医療機関の判断等においては、 準備期に整備・ 整理

し た役割分担に基づき 、 県及び医療機関等と 適切に連携し て対応する。  

・ 市は、 入院先医療機関への移送や、 自宅及び宿泊療養施設への移動に当た

っ ては、必要に応じ て民間の患者等搬送事業者等の協力を 得て行う こ と に

より 、 保健所の業務負担軽減を図る。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-5.  健康観察及び生活支援 

・ 保健所は、 医師から の届出により 患者等を把握し 、 医師が判断し た患者等

の症状の程度、感染症の特徴や病原体の性状、流行状況等を 勘案し た上で、

患者等に対し て自宅又は宿泊療養施設で療養する よ う 協力を 求める 場合

は、当該患者等やその濃厚接触者に対し て、外出自粛要請97や就業制限98を

行う と と も に、外部委託を 活用し つつ、定めら れた期間の健康観察を行う 。 

・ 市は、 必要に応じ 、 食事の提供等の当該患者やその濃厚接触者が日常生活

を 営むために必要なサービ スの提供又はパルスオキシメ ータ ー等の物品

の配付に努める 99。（ 総務部、 保健所）  

・ 軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察は、感染症

サーベイ ラ ンスシステムの健康状態の報告機能を活用するこ と で、保健所

の業務効率化・ 負荷軽減を 図る。（ 総務部、 保健所）  

 

3-2-6.  健康監視 

・ 保健所は、 検疫所から 通知があっ たと き は、 新型イ ンフ ルエンザ等に感染

し たおそれのある居宅等待機者等に対し て健康監視を実施する 100。  

 

97 感染症法第 44 条の３ 第１ 項及び第２ 項並びに第 50 条の２ 第１ 項及び第２ 項 

98 感染症法第 18 条第１ 項及び第２ 項（ 第 44 条の９ の規定により 準用する場合及び第 53 条の規定により 適用する場合

を 含む。）  

99 感染症法第 44 条の３ 第７ 項、 第９ 項及び第 10 項 

100 感染症法第 15 条の３ 第１ 項。 なお、 国は、 保健所設置市が検疫所から 通知があっ たと きに行う 健康監視について、

当該保健所設置市から 要請があり 、 かつ、 当該保健所設置市の体制等を勘案し て、 新型イ ンフ ルエンザ等のまん延

を防止するため必要があると 認めると き は、 当該保健所設置市に代わっ て健康監視を実施する。（ 感染症法第 15 条

の３ 第５ 項）  
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3-2-7.  情報提供・ 共有、 リ スク コ ミ ュ ニケーショ ン 

・ 市は、 感染が拡大する時期にあっ ては、 新型イ ンフ ルエンザ等に関する情

報や発生時にと るべき 行動等の新型イ ンフ ルエン ザ等の対策等について、

市民の理解を深めるため、分かり やすく 情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、

企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 高齢者、 こ ども 、 日本語能力が十分でない外国人、 視覚や聴覚等が

不自由な方等の情報共有に当たっ て配慮が必要な者のニーズに応えら れ

るよう 、 適切な配慮を し つつ、 理解し やすい内容や方法で感染症対策や各

種支援策の周知広報等を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健

所、 こ ども 未来部、 観光文化部、 教育委員会）  

 

3-3.  感染状況に応じ た取組 

3-3-1.  流行初期 

3-3-1-1.  迅速な対応体制への移行 

・ 市は、 流行開始を 目途に有事体制へ切り 替え、 その移行状況を適時適切に

把握する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ て、 交替要員を 含めた人員の確保のため、 保健所等への

応援職員の派遣、 県に対する応援派遣要請、 I HEAT 要員及び職能団体等に

対する応援要請等を行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、国が整備し た感染症サーベイ ラ ンスシステム等の I CT ツールの活用

や県での業務の一元化・ 外部委託等により 、 保健所及び環境衛生試験所等

における業務の効率化を推進する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 準備期に整備・ 整理し た組織・ 業務体制や役割分担等に基づき 、 関

係機関と 連携し て疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を 行う 。（ 保健

所）  

・ 市は、 有事体制への切替え、 体制を構成する人員の参集、 必要な物資・ 資

機材の調達等を 行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国及び JI HS が主導する感染症の特徴や病原体の性状等を 明ら かに

するための調査研究や、治療薬等の研究開発について、積極的に協力する。

（ 保健所）  

 

3-3-1-2.  検査体制の拡充 

・ 市は、 国が決定し た検査実施の方針や地域の流行状況等の実情を 踏まえ、

市予防計画に基づき 、環境衛生試験所等や検査等措置協定締結機関等にお

ける検査体制を 拡充する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国から 示さ れる検査実施の方針等を踏まえて検査を 実施する。（ 保
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健所）  

・ 保健所は、 感染症の特徴や病原体の性状等の評価を 踏まえ、 無症状病原体

保有者への検査が必要と 判断さ れた場合は、検査対象者等を 関係機関へ周

知する。  

 

3-3-2.  流行初期以降 

3-3-2-1.  流行状況や業務負荷に応じ た体制の見直し  

・ 市は、 地域の感染状況等の実情に応じ て、 実地疫学の専門家等の派遣が必

要な場合は、 JI HS に要請する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 必要に応じ て、 交替要員を 含めた人員の確保のため、 応援職員の派

遣、 県に対する応援派遣要請、 I HEAT 要員及び職能団体等に対する応援要

請等を 行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 引き 続き 、 保健所で業務のひっ 迫が見込まれる場合には、 県での業

務の一元化や外部委託等による業務効率化を 進める。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 保健所等において行う 感染症対応業務について、 準備期に整備・ 整

理し た組織・ 業務体制や役割分担等に基づき 関係機関と 連携し て行う と と

も に、 感染症の特徴や病原体の性状、 感染状況等を踏まえて国から 対応方

針の変更が示さ れた場合は、 地域の実情や、 保健所及び環境衛生試験所等

の業務負荷等も 踏まえて、保健所等の人員及び検査体制等の体制の見直し 、

感染症対応業務の対応の変更を適時適切に行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 自宅療養の実施に当たっ ては、 準備期に整備し た食事の提供等の実

施体制や医療提供体制に基づき 実施する。（ 総務部、 保健所）  

 

3-3-2-2.  安定的な検査・ サーベイ ラ ンス機能の確保 

・ 保健所は、 市予防計画に基づき 、 環境衛生試験所等や検査等措置協定を 締

結し ている民間検査機関等における検査体制の充実・ 強化を 図る 。（ 保健

所）  

・ 市は、環境衛生試験所において対応期を通じ て拡充し た検査体制を維持し 、

地域の変異株の状況の分析、庁内及び県への情報提供・ 共有等を 実施する。

（ 保健所、 企画政策部）  

 

3-3-3.  特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ 市は、 国から の要請を踏まえて、 地域の実情に応じ 、 保健所及び環境衛生

試験所等における有事の体制等の段階的な縮小を 検討し 、 実施する。（ 総

務部、 保健所）  

・ 特措法によら ない基本的な感染症対策への移行に伴い留意すべき 点（ 医療


